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(57)【要約】
　複合不織布帛、及び複合不織布帛を含む物品が提供さ
れる。複合不織布帛は、少なくとも約８０重量％のポリ
アルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテル熱可塑
性ポリウレタンポリマーを含むメルトブロー繊維の集合
と、それに混ざり、絡まる短繊維の集合を含む。



(2) JP 2017-502180 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合不織布帛であって、
　少なくとも約８０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテル
熱可塑性ポリウレタンポリマーを含む、メルトブロー繊維の集合と、
　それに混ざり、絡まる短繊維の集合と、を含む複合不織布帛。
【請求項２】
　前記短繊維が、セルロース繊維、再生セルロース繊維、ポリエステル繊維、ポリペプチ
ド繊維、麻繊維、亜麻繊維、ナイロン繊維、及び前記繊維の２つ以上の混合物から成る群
から選択される、請求項１に記載の複合不織布帛。
【請求項３】
　前記短繊維が短繊維を含む、請求項１又は請求項２に記載の複合不織布帛。
【請求項４】
　前記短繊維の平均長さが約５ｍｍ～約３０ｍｍである、請求項１～３のいずれか一項に
記載の複合不織布帛。
【請求項５】
　前記メルトブロー繊維対前記短繊維の重量パーセント比が約６０：４０～約９５：５で
ある、請求項１～４のいずれか一項に記載の複合不織布帛。
【請求項６】
　前記メルトブロー繊維の平均直径が約２μｍ～約２５μｍである、請求項１～５のいず
れか一項に記載の複合不織布帛。
【請求項７】
　前記ポリアルキレンオキシドがポリエチレンオキシド又はポリプロピレンオキシドを含
む、請求項１～６のいずれか一項に記載の複合不織布帛。
【請求項８】
　前記ポリウレタンポリマーがポリエチレンオキシドのブロックサブユニットを含み、前
記ブロックサブユニットが約６，０００ダルトン～約２０，０００ダルトンの平均式量を
有する、請求項１～７のいずれか一項に記載の複合不織布帛。
【請求項９】
　本明細書に定義された不織布帛吸収力試験により、前記布帛が、前記布帛１グラム当た
り少なくとも約１８８０グラムのリンゲル液を吸収する、請求項１～８のいずれか一項に
記載の複合不織布帛。
【請求項１０】
　本明細書に定義された不織布帛吸収力試験により、前記布帛が、前記布帛１グラム当た
り少なくとも約１９２５グラムの通常生理食塩水を吸収する、請求項１～９のいずれか一
項に記載の複合不織布帛。
【請求項１１】
　本明細書に定義された不織布帛吸収力試験により、前記布帛が、前記布帛１グラム当た
り少なくとも約１９９０グラムの脱イオン水を吸収する、請求項９に記載の複合不織布帛
。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の複合不織布帛を含む物品。
【請求項１３】
　前記物品が複数の層を含み、前記複数の層の少なくとも１つが前記複合不織布帛を含む
、請求項１２に記載の物品。
【請求項１４】
　前記複数の層の第１の層が、前記複数の層の第２の層に結合される、請求項１３に記載
の物品。
【請求項１５】
　前記第１の層が熱接着、接着剤結合、縫製、ステープル、ニードルパンチング、カレン
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ダー、又はそれらの組み合わせによって前記第２の層に結合される、請求項１４に記載の
物品。
【請求項１６】
　前記物品が約２０ｇ／ｍ２～約２００ｇ／ｍ２の坪量を有する、請求項１２～１５のい
ずれか一項に記載の物品。
【請求項１７】
　第１の主表面と、前記第１の主表面の反対側の第２の主表面と、を有する裏材層を更に
含み、前記複合不織布帛が前記第１の主表面に結合される、請求項１２～１６のいずれか
一項に記載の物品。
【請求項１８】
　前記裏材層が不織布帛、織布帛、編布帛、発泡体層、フィルム、紙層、又はそれらの組
み合わせを含む、請求項１７に記載の物品。
【請求項１９】
　前記裏材層が熱接着、接着剤結合、粉状バインダー、水流交絡、ニードルパンチング、
カレンダー、又はそれらの組み合わせを使用して前記複合不織布帛に結合される、請求項
１７又は請求項１８に記載の物品。
【請求項２０】
　前記複合不織布帛が第１の領域を画定し、前記裏材層が第２の領域を画定し、前記第２
の領域の少なくとも一部が前記第１の領域の外側に延出するように、前記第２の領域が形
作られ、寸法が決定される、請求項１７～１９のいずれか一項に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年１２月２７日に出願された米国特許仮出願番号第６１／９２１，
１６６号の優先権を主張するものであり、その全開示内容が参照により本明細書に組み込
まれる。
【背景技術】
【０００２】
　多孔性ウェブは、粒子の濾過及び水からの油の除去、人体からの液体分泌物の吸収、並
びに防音又は断熱などの適用に広く使用されている。いくつかの多孔性ウェブは、その全
体が参照により本明細書に組み込まれる、「Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒ
　Ｆｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｉｂｅｒｓ」（Ｖａｎ　Ａ．Ｗｅｎｔｅ　ｅｔ　ａｌ．
）という題名で１９５４年５月２５日に出版されたＮａｖａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｉｅｓのＲｅｐｏｒｔ　Ｎｏ．４３６４（その全体が参照により本明細書
に組み込まれる）に記載されたタイプのメルトブロー手法を使用して、熱可塑性樹脂から
作製されている。
【０００３】
　加えて、複合ウェブは、メルトブロー繊維ウェブ及びその他の高分子繊維（例えば、短
繊維）の組み合わせを使用して形成することが可能であり、これについては、Ｓｐｒｉｎ
ｇｅｔｔ　ｅｔ　ａｌ．に許可された米国特許第６，８２７，７６４号、Ｈａｕｓｅｒに
許可された米国特許第４，１１８，５３１号、及びＲｅｅｄ　ｅｔ　ａｌ．に許可された
米国特許第４，９０８，２６３号と、米国特許出願公開第２００８／０３１８０２４号と
、に記載されており、これらはすべてその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　体液は典型的に、その中に様々な溶質（例えば、たんぱく質、炭水化物、塩）が溶解さ
れている。加えて、創傷部位を湿らす、及び／又は濯ぐために使用される洗浄液（例えば
、生理食塩水、緩衝生理食塩水、リンゲル液）は典型的に、その中に溶解された溶質（例
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えば、塩化ナトリウム、乳酸ナトリウム）を含む。体液、及び／又は創傷部位の治療に使
用される水溶液などの水性液体を吸収するための材料及び物品の必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は概ね、水性液体を吸収するための組成物及び物品に関連する。とりわけ、本開
示は、短繊維の集合と混ざり、絡まるメルトブロー繊維の集合を含む、複合メルトブロー
不織布帛に関連する。複合布帛は、ソフトかつ柔軟であり、優れた水分吸収特性を有し、
水性液体と水和したときにその構造的一体性を維持する。
【０００６】
　本開示の複合不織布帛は、その重量の少なくとも約１倍に等しい量の水性液体を吸収す
ることができるメルトブロー繊維の集合を含み、メルトブロー繊維は短繊繊維と混ざり、
絡まる。任意の実施形態において、複合不織布帛は、その重量の少なくとも約１倍からそ
の重量の少なくとも約６倍に等しい量の水性液体を吸収することができる。任意の実施形
態において、メルトブロー繊維は、熱可塑性ポリウレタンポリマーを含み得る。メルトブ
ロー法で使用される典型的なエラストマーポリウレタンとは対照的に、本開示の熱可塑性
ポリウレタン繊維は、水分吸収性に優れている（例えば、本開示の熱可塑性ポリウレタン
は、その重量の数倍に至る水量を吸収できる）。
【０００７】
　一態様では、本開示は複合不織布帛を提供する。複合不織布帛は、メルトブロー繊維の
集合と、それと混ざり、絡まる短繊維の集合を含み得る。メルトブロー繊維は、少なくと
も約８０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテル熱可塑性ポ
リウレタンポリマーを含む。任意の実施形態では、メルトブロー繊維は、少なくとも約９
０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する、脂肪族ポリエーテル熱可塑性ポリウ
レタンポリマーを含む。
【０００８】
　別の態様では、本開示は物品を提供する。物品は、メルトブロー繊維の集合、及びそれ
と混ざり、絡まる短繊維の集合を含む、複合不織布帛を含み得る。メルトブロー繊維は、
少なくとも約８０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテル熱
可塑性ポリウレタンポリマーを含む。任意の実施形態では、メルトブロー繊維は、少なく
とも約９０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する、脂肪族ポリエーテル熱可塑
性ポリウレタンポリマーを含む。
【０００９】
　上記の実施形態のいずれかで、短繊維は、セルロース繊維、再生セルロース繊維、ポリ
エステル繊維、ポリペプチド繊維、麻繊維、亜麻繊維、ナイロン繊維、及び前述の繊維の
いずれか２つ以上の混合物から成る群から選択され得る。
【００１０】
　上記の実施形態のいずれかで、短繊維の集合の少なくとも一部は、メルトブロー繊維に
熱接着される。
【００１１】
　「好ましい」及び「好ましくは」という語は、特定の状況下で、特定の効果をもたらし
得る本発明の実施形態を指す。しかしながら、同一又は他の環境下では、他の実施形態が
好まれる場合もある。更に、１つ以上の好ましい実施形態の詳細説明は、他の実施形態が
有用でないことを示すものではなく、かつ本発明の範囲内から他の実施形態を排除するこ
とを意図するものではない。
【００１２】
　用語「含む」及びこの変形は、説明及び請求項においてこれらの用語が現れる箇所で制
限する意味を持たない。
【００１３】
　本明細書で使用するとき、「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「少なくとも１つの」及び
「１以上の」は、互換可能に使用される。したがって、例えば、「ａ」繊維は、「１つ以
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上の」繊維を意味するものと解釈される。
【００１４】
　用語「及び／又は」は、列挙した要素の１つ又は全て、あるいは列挙した要素の任意の
２つ以上の組み合わせを意味する。
【００１５】
　また、本明細書において、端点による数の範囲の列挙には、その範囲内に包含される全
ての数（例えば、１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、５などを含
む）が含まれる。
【００１６】
　本発明の上記の発明の概要は、本発明のそれぞれ開示された実施形態又は全ての実施を
説明することを意図したものではない。以下の説明は、例示的実施形態をより詳細に例証
する。本出願の全体を通じて幾つかの箇所で、実施例のリストによって指針が与えられる
が、これらの実施例は異なる組み合わせで使用することができる。いずれの場合も、記載
されるリストは、あくまで代表的な群としてのみの役割を果たすものであって、排他的な
リストとして解釈するべきではない。
【００１７】
　これらの実施形態及び他の実施形態の更なる詳細を、添付の図面及び以下の説明文に記
載する。他の特徴、目的、及び利点は、その説明と図面、及び「特許請求の範囲」から明
らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本開示によるメルトブロー繊維及び短繊維を含むウェブを作製するプロセスの一
実施形態の概略図である。
【図２】本開示による複合メルトブロー不織布帛を含む物品の一実施形態の斜視図である
。
【図３】本開示による複数の複合メルトブロー不織布帛層を含む物品の一実施形態の斜視
図である。
【図４】本開示による裏材層に接着された複合メルトブロー不織布帛層を含む物品の一実
施形態の斜視図である。
【図５】本開示による裏材層に接着された複数の複合メルトブロー不織布帛層を含む物品
の一実施形態の斜視図である。
【００１９】
　上で特定した図面は、本開示のいくつかの実施形態を示しているが、考察部分で述べて
いるように、他の実施形態も考えられる。いずれの場合も、本開示は、限定する目的では
なく、説明する目的で本発明を提示する。多数の他の修正及び実施形態が当業者によって
考案でき、それらは本発明の原理の範囲及び趣旨の範囲内にあると理解すべきである。図
面は、縮尺通りに描かれていない場合がある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本開示のいずれかの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、以下の説明に記載され
るか、又は以下の図面に例示される構成の詳細及び構成要素の配置に、その適用が限定さ
れないことを理解されたい。本発明は、他の実施形態が可能であり、様々な態様で実施又
は実行することができる。また、本明細書で使用される専門語句及び専門用語は説明を目
的としたものであり、発明を限定するものとして見なされるべきものではない点は理解さ
れるべきである。「含む（including）」、「備える・含む（comprising）」、又は「有
する（having）」、及びこれらの変化形は、その後に列記される要素及びそれらの均等物
、並びに更なる要素を包含することを意味する。別段の指定又は限定がない限り、用語「
接続された」及び「結合された」並びにその変化形は、広義で使用され、直接的及び間接
的な接続及び結合の両方を包含する。更に、「接続される」及び「結合される」は、物理
的又は機械的な接続又は結合に限定されない。他の実施形態が利用されてもよく、本開示
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の範囲から逸脱することなく、構造的又は論理的な変更がなされてもよいことが理解され
るべきである。更に、例えば、「前側」、「背側」、「上部」、「下部」、などの用語は
、要素の互いの関係を記載するためにのみ使用され、装置の特定の配向を述べる、又は器
具に必要である若しくは要求される配向を指示すること若しくは暗示すること、あるいは
本明細書に記載される本発明が、使用においてどのように使用され、取り付けられ、表示
され、若しくは設置されるかを特定すること、を決して意味しない。
【００２１】
　「メルトブロー」とは、本明細書で使用するとおり、複数のオリフィスから溶融物質を
押し出して長繊維を形成し、同時に長繊維を空気又はその他の細化流体と接触させて長繊
維を繊維に微細化し、その後微細化された繊維の層を収集する方法を指す。
【００２２】
　「メルトブロー繊維」とは、メルトブロー法によって調製された繊維を意味する。
【００２３】
　「直径」は、繊維に関して使用するとき、円形断面を有する繊維については繊維直径を
意味し、又は、非円形断面の場合は、繊維の幅を横切って構成され得る横断面の最長弦の
長さを意味する。
【００２４】
　「有効繊維直径」は、繊維の束に関して使用するとき、円形又は非円形にかかわらず、
断面形状を持つ繊維のウェブに関して、Ｄａｖｉｅｓ，Ｃ．Ｎ．，「Ｔｈｅ　Ｓｅｐａｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｉｒｂｏｒｎｅ　Ｄｕｓｔ　ａｎｄ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ」（Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｌｏｎｄｏｎ
，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　１Ｂ，１９５２）に記載の方法に従って求めた値を意味する
。
【００２５】
　「自己支持する」は、本明細書で使用するとおり、実質的な引き裂き又は破裂のない、
リールからリールへの製造設備を使用した単独での取扱いが可能であるような充分な強度
を有するウェブを意味する。
【００２６】
　「短繊維」は、本明細書で使用するとおり、概ね５～２００ｍｍの既定の長さを有する
繊維を指す。これらの繊維は、付与されたクリンプを有してもよい。
【００２７】
　本開示は概ね、液体吸収布帛、及び液体吸収布帛を含む物品に関する。とりわけ、本開
示は、水性液体を吸収する組成物及び物品に関する。本明細書に開示される発明組成物は
吸水性が高く、その吸収力は水性液体内の溶質の存在によって実質的に減少しない。した
がって、組成物を含む発明物品は、水性の生物流体を吸収するために特に有益である。
【００２８】
　吸収性の高い生体適合材料は、液体管理での使用に望ましい。これらは、生物液体（例
えば、血清、血液、創傷滲出液、羊水、汗、尿）の管理において特に有益であり得る。創
傷被覆での吸収性の高い生体適合性材料の使用は、創傷治癒を促進する湿った環境を保ち
つつ、組織解離につながり得る過剰な流体を除去することもできる。吸収性の高い材料の
吸収力は、管理される液体内で溶解された溶質（例えば、塩）の存在によって実質的に減
少しないことが好ましい。
【００２９】
　吸収性の高いポリマー材料は、水の吸収に使用され得る。例えば、ＬＵＢＲＩＺＯＬ（
Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ，ＯＨ）は、水分の
吸収又は移送に使用可能なポリエーテルベースのハイドロゲル熱可塑性ポリウレタン（Ｔ
ＰＵ）高分子樹脂を提供する。しかしながら、比較的高い（例えば、少なくとも約８０％
の）重量パーセントのポリアルキレンオキシドを含むＴＰＵであって、溶剤を流延、コー
ティング、又は押し出しされ得るＴＰＵは、水和したときに弱ゲルを形成することが分か
っており、結果として、特定の状況下では所望するよりも低い物理的一体性を有し得る材
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料となる。加えて、このような吸収性の高いＴＰＵの薄膜を含む積層体は、水和時に発生
する有意な膨化により、水和したときに層間剥離しやすい。現在、このようなＴＰＵは、
メルトブロー繊維を短繊維と混合して、非常に望ましい液体吸収特性、並びに水和したと
きの改善された構造的一体性を有する不織布帛を形成する、メルトブロー法で押し出され
得る。加えて、結果として生じる複合不織布帛の吸収力は、水性液体に溶解された溶質の
存在によって実質的に減少されない。
【００３０】
　一態様では、本開示は複合不織布帛を提供する。繊維は、少なくとも約８０％（ｗ／ｗ
）のポリアルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテル熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ
）ポリマーを含むメルトブロー繊維の集合と、それに混ざり、絡まる短繊維の集合と、を
含む。任意の実施形態では、布帛は、少なくとも約８５％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオ
キシドを有する脂肪族ポリエーテル熱可塑性ポリウレタンポリマーを含むメルトブロー繊
維の集合と、それに混ざり、絡まる短繊維の集合と、を含む。任意の実施形態では、布帛
は、少なくとも約９０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテ
ル熱可塑性ポリウレタンポリマー（ＴＰＵ）を含むメルトブロー繊維の集合と、それに混
ざり、絡まる短繊維の集合と、を含む。
【００３１】
　メルトブロー繊維と混ざり、絡まることに加え、任意の実施形態では、短繊維の少なく
とも一部（例えば、少なくとも１０％、少なくとも２０％、少なくとも３０％、少なくと
も４０％、少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％
、少なくとも９０％）は、メルトブロー繊維に熱接着され得る。理論に束縛されるもので
はないが、メルトブロー繊維の作製に使用される他の熱可塑性ポリウレタンと比べて比較
的ゆっくり凝固させる、熱可塑性ポリウレタンポリマー（例えば、Ｔｈｅ　Ｌｕｂｒｉｚ
ｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ，ＯＨ）が販売するＴＥＣＯＰＨＩ
ＬＩＣハイドロゲル熱可塑性ウレタンＴＧ－２０００）の使用によって、この熱接着は容
易になり得ると考えられる。
【００３２】
　本開示の複合不織布帛は、米国特許第４，１１８，５３１に記載されたメルトブロー法
を使用して産生され得る。図１は、本開示による物品を作製するための装置２００の一実
施形態を示す。ホッパー２０２及び押出成形機２０４から送り込まれる溶融繊維形成ポリ
マー材料は、入口２０８を介してメルトブローダイ２０６に入り、ダイ空洞２１０を通っ
て流れ、ダイ空洞２１０の前方端部全体に一列に配置されかつダイ空洞２１０と流体連通
する（一実施形態において、ダイ空洞２１０は、図１に示されていない導管によってオリ
フィスと流体連通する）、オリフィスのダイ空洞２１０を出る。溶融繊維形成材料は、長
繊維２１２を形成するためにこうしてオリフィスから押し出される。開口の組が提供され
、当該開口を通って、気体、通常は加熱空気が非常に高速で押し込まれ、長繊維２１２を
繊維に微細化し、これにより溶融吹き込みされたメルトブロー繊維の空気浮遊ストリーム
２１４を形成する。特定の実施形態では、上記の装置は単一の押出成形機、単一のダイ、
及び単一のダイ空洞を備える。
【００３３】
　短繊維１２は、図１に示される代表的な装置２２０を使用して、メルトブロー繊維のス
トリーム２１４に導入されてもよい。このような装置は、メルトブロー装置に近設される
リッカリン（lickerin）ロール３６を提供する。短繊維の集合３８（通常、反毛機又は「
ランドーウェバー（Rando-Webber）」上に作製されたような緩い不織布帛ウェブ）は、前
縁がリッカリンロール３６と係合している駆動ロール４２の下でテーブル４０に沿って進
められる。リッカリンロール３６は、矢印の方向に回転して、繊維を集合３８の前縁から
取り、繊維を互いに分離する。取られた繊維は、含められたトラフ又はダクト４５を通過
する気流中を搬送されて、溶融吹き込みされたメルトブロー繊維のストリーム２１４へと
入り、そこでメルトブロー繊維と混合される。気流は、本質的にリッカリンロールの回転
により生成され、又は、気流は、ダクト４４を通して操作される補助のファン又は送風機
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を用いて増強されてもよい。
【００３４】
　次いで、短繊維及びメルトブロー繊維が混在する混合ストリーム２１５はコレクタ２１
６に続き、そこで混合繊維は自己支持するウェブ（すなわち、不織布帛）を形成する。コ
レクタ２１６は、通常、微細多孔スクリーンであり、閉鎖ループベルト、平スクリーン、
又はドラム若しくはシリンダを備えていてもよい。気体抜き装置は、スクリーンの背後に
配置されて、繊維の付着及び気体の除去を補助してもよい。結果として生じるウェブ２１
８は、コレクタから剥がされ、蓄積ロールに巻き付けられてよく、続いて切断、ハンドリ
ング、又は成形操作で処理されてもよい。
【００３５】
　発明者は、メルトブロー法を使用して、約９０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシド
（ＰＡＯ）を有する脂肪酸ポリエーテル熱可塑性ポリウレタンポリマーを含む繊維を流延
することで、個々の繊維が溶け合い、多孔性繊維よりもむしろ、連続又は半連続フィルム
が形成され得ることを発見した。発明者は、溶融吹き込みされたＰＡＯ含有ポリマーのス
トリームへの短繊維の導入が、結果として生じる不織布帛におけるＰＡＯ含有ポリマーに
よるフィルム形成が驚くほど軽減又は防止されることを更に発見した。加えて、短繊維は
、メルトブロー繊維が水性液体と水和されるときに、布帛の強度及び支持を提供する。
【００３６】
　脂肪族ポリエーテルＴＰＵポリマーは、当該技術分野において既知である。本開示の不
織布帛の作製に適している脂肪族ポリエーテルＴＰＵポリマーは、ポリアルキレンオキシ
ドのブロックサブユニットを備えるポリマーを含む。好適なポリアルキレンオキシドは、
例えば、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシド（ＰＰＯ）、又はそ
れらの混合を含む。任意の実施形態では、不織布帛を形成するために使用されるポリマー
樹脂は、医療用ＴＰＵポリマーである。本開示の不織布帛の形成に適した医療用ＴＰＵポ
リマーの非限定的な例は、Ｔｈｅ　Ｌｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｗｉｃ
ｋｌｉｆｆｅ，ＯＨ）が販売するＴＥＣＯＰＨＩＬＩＣハイドロゲルＴＰＵ（部品番号Ｔ
Ｇ－２０００）である。任意の実施形態では、ＴＰＵポリマー内のポリアルキレンオキシ
ドのブロックサブユニットは、約６，０００ダルトン～約２０，０００ダルトンの式量を
有し得る。任意の実施形態では、ＴＰＵポリマー内のポリアルキレンオキシドのブロック
サブユニットは、約６，０００ダルトンの式量を有し得る。任意の実施形態では、ＴＰＵ
ポリマー内のポリアルキレンオキシドのブロックサブユニットは、約８，０００ダルトン
の式量を有し得る。任意の実施形態では、ＴＰＵポリマー内のポリアルキレンオキシドの
ブロックサブユニットは、約１２，０００ダルトンの式量を有し得る。任意の実施形態で
は、ＴＰＵポリマー内のポリアルキレンオキシドのブロックサブユニットは、約６，００
０ダルトンの式量、約８，０００ダルトンの式量、約１２，０００ダルトンの式量、約６
，０００ダルトンの式量、又は前述の式量のいずれか２つ以上を有するブロックサブユニ
ットの混合を有し得る。
【００３７】
　本開示の複合不織布帛は、メルトブロー繊維に熱接着された短繊維の集合を含む。任意
の実施形態では、短繊維は短繊維を含んでもよい。短繊維は、既定の長さを有することに
よって特性化される。任意の実施形態では、個々の短繊維は、約２５ｍｍ～約１００ｍｍ
以下の長さを有してよい。複合不織布帛内の短繊維の集合は、約３８ｍｍ～約６４ｍｍ以
下の平均繊維長さを有する。
【００３８】
　短繊維は更に、平均直径を有することによって特性化される。任意の実施形態では、本
開示の短繊維は、約５μｍ～約３０μｍの平均直径を有する。例えば、レーヨン繊維を含
む複合不織布帛は、約９μｍ～約３０μｍの平均レーヨン繊維直径を有し得る。例えば、
ナイロン繊維を含む複合不織布帛は、約１３μｍ～約１９μｍの平均ナイロン繊維直径を
有し得る。
【００３９】
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　本開示の複合不織布帛に使用される短繊維は、各種の好適な材料から選択することがで
きる。好適な短繊維の非制限的な例は、セルロース繊維、再生セルロース繊維、ポリエス
テル繊維、ポリペプチド繊維、麻繊維、亜麻繊維、ナイロン繊維、及び前述の繊維のいず
れか２つ以上の混合物を含む。
【００４０】
　短繊維は、複合不織布帛の総重量の一部（すなわち、パーセンテージ）を含む。任意の
実施形態では、メルトブロー繊維対短繊維の乾燥重量パーセントの比は、約６０：４０～
約９５：５以下である。任意の実施形態では、メルトブロー繊維対短繊維の乾燥重量パー
セントの比は、約７０：３０～約９５：５以下である。任意の実施形態では、メルトブロ
ー繊維対短繊維の乾燥重量パーセントの比は、約８０：２０～約９５：５以下である。任
意の実施形態では、メルトブロー繊維対短繊維の乾燥重量パーセントの比は、約８０：２
０～約９０：１０以下である。任意の実施形態では、本開示の複合不織布帛内の短繊維の
乾燥重量パーセント部分は、約１５％、約２５％、約３０％、又は約４０％である。
【００４１】
　本開示の複合不織布帛は、水と、その中に溶解された溶質を有する様々な水溶液と、を
吸収する。任意の実施形態では、不織布帛は、例えば、塩、砂糖、及び／又はその中に溶
解若しくは浮遊しているたんぱく質を含む体液（例えば、血液、血清、尿、及び創傷流体
）を吸収することができる。加えて、不織布帛は、例えば、創傷部位を湿らす、及び／又
は濯ぐために使用される洗浄液（例えば、生理食塩水、通常生理食塩水、緩衝生理食塩水
、リンゲル液）などの、他の水性液体を吸収することができる。洗浄液は、典型的にその
中に溶解された溶質（例えば、塩化ナトリウム、乳酸ナトリウム）を含む。
【００４２】
　任意の実施形態では、本開示の複合不織布帛は、水性液体（例えば、脱イオン水）を吸
収する。不織布帛による脱イオン水の吸収は、乾燥布帛の質量を決定することと、脱イオ
ン水に布帛を浸漬することと、布帛が飽和するまで水を吸収させることと、過剰な水を除
去することと、水飽和した布帛の質量を決定することと、を含む方法を使用して測定され
得る。吸収試験の完全な説明は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験に記載されて
いる。任意の実施形態では、不織布帛は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験によ
り、布帛１グラム当たり少なくとも約１９９０グラムの脱イオン水を吸収する。任意の実
施形態では、不織布帛は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験により、布帛１グラ
ム当たり最大約２１７５グラムの脱イオン水を吸収する。
【００４３】
　水の吸収に加え、任意の実施形態では、本開示の複合不織布帛は、イオン性溶質を含む
水溶液を吸収する。イオン性溶質を含む水溶液の非限定的な例は、通常生理食塩水（水中
に０．９０％　ｗ／ｖのＮａＣｌ）である。不織布帛による通常生理食塩水の吸収は、乾
燥布帛の質量を決定することと、通常生理食塩水に布帛を浸漬することと、布帛が飽和す
るまで溶液を吸収させることと、過剰な溶液を除去することと、溶液飽和した布帛の質量
を決定することと、を含む方法を使用して測定され得る。吸収試験の完全な説明は、本明
細書に開示されている水溶液吸収試験に記載されている。任意の実施形態では、不織布帛
は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験により、布帛１グラム当たり少なくとも約
１９２５グラムの通常生理食塩水を吸収する。任意の実施形態では、不織布帛は、本明細
書に開示されている水溶液吸収試験により、布帛１グラム当たり最大約２０８０グラムの
通常生理食塩水を吸収する。
【００４４】
　イオン性溶質を含む水溶液の別の例は、リンゲル液である。本開示の不織布帛による通
常生理食塩水の吸収は、乾燥布帛の質量を決定することと、リンゲル液に布帛を浸漬する
ことと、布帛が飽和するまで溶液を吸収させることと、過剰な溶液を除去することと、溶
液飽和した布帛の質量を決定することと、を含む方法を使用して測定され得る。吸収試験
の完全な説明は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験に記載されている。任意の実
施形態では、不織布帛は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験により、布帛１グラ
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ム当たり少なくとも約１８８０グラムのリンゲル溶液を吸収する。任意の実施形態では、
不織布帛は、本明細書に開示されている水溶液吸収試験により、布帛１グラム当たり最大
約２０２８グラムの通常生理食塩水を吸収する。
【００４５】
　任意の実施形態では、本開示の１グラムの不織布帛は、それが典型的に吸収する脱イオ
ン水の量と同じくらいの通常生理食塩水の少なくとも約８０％を吸収する。任意の実施形
態では、本開示の１グラムの不織布帛は、それが典型的に吸収する脱イオン水の量と同じ
くらいの通常生理食塩水の少なくとも約９０％を吸収する。好ましい実施形態では、本開
示の１グラムの不織布帛は、それが典型的に吸収する脱イオン水の量と同じくらいの通常
生理食塩水の少なくとも約９５％を吸収する。より好ましい実施形態では、本開示の１グ
ラムの不織布帛は、それが典型的に吸収する脱イオン水の量と同じくらいの通常生理食塩
水の少なくとも約９７％を吸収する。
【００４６】
　別の態様では、本開示は、本明細書に開示する複合不織布帛の任意の実施形態を含む物
品を提供する。不織布帛を含む物品は、例えば、創傷を包帯することと、創傷部位を治療
することと、表面（例えば、無生物表面又は例えば皮膚などの組織表面）をふき取ること
と、を含む様々な目的に使用され得る。有利には、不織布帛を含む物品は、表面に存在す
る様々な水性液体を吸収することに使用され得る。
【００４７】
　イオン性ポリマー（例えば、ポリアクリレート）は、体液を吸収するために超吸収体物
品（例えば、おむつ、創傷包帯）に使用される。水の吸収に加え、概ね同様ではないが、
イオン性ポリマーはその他の水性液体（例えば、塩などのイオン部分を含む液体）を吸収
する傾向にある。理論に束縛されるものではないが、これは、それらのイオン性ポリマー
上の電荷（例えば、アクリルポリマー内の負電荷のカルボン酸塩基）が反発し、それによ
り、イオン性ポリマーの負電荷が通常は、例えばナトリウムなどの正電荷対イオンと中和
されるためと考えられる。水性液体との接触時に、ナトリウムイオンは水和され、それに
よってカルボン酸塩イオンへの牽引（例えば、水の高誘電率による）が軽減される。この
軽減された牽引は、対イオンがポリマー網目内を自由に動くことを可能にし、水和したポ
リマーゲル内の浸透圧を増す可能性がある。ただし、移動性の正対イオンは、負電荷のポ
リマー主鎖に弱く牽引されたままになるため、ゲルを離れることはできない。その結果、
水和したポリマーゲルに弱い力で捕らわれたイオンは、ポリマーゲル内に浸透圧性の電位
を生む。この浸透圧性の電位は、水の吸収を有意に促進し、イオン性溶液の吸収を有意に
妨げ得る。このようにして、これらのイオン性ポリマーゲルの最大膨化が、脱イオン水内
で発生する。例えば、尿などの体液はナトリウムなどのイオンを含み、それゆえ、これら
の（イオン性）超吸収体ポリマーによって脱イオン水と同様には吸収されない。
【００４８】
　従来の超吸収物品と対照的に、任意の実施形態では、本開示の発明複合不織布帛は、比
較的高含量の非イオン性（例えば、アルキレンオキシド）単位を含む、熱可塑性ポリウレ
タンを使用して製造され得る。有利には、この構成体は、純粋な水溶液（例えば、脱イオ
ン水）と、体液で検出されるものと類似の濃度でイオン性溶質（例えば、ＮａＣｌ）を含
む水溶液と、の実質的に類似した体積を吸収できる、不織布帛物品をレンダリングする。
【００４９】
　図面に戻り、図２は、本開示による複合不織布帛１５２を含む物品１００の一実施形態
を示す。任意の実施形態では、本開示による物品は、不織布帛の複数の層を含んでもよい
。複数の層のそれぞれの層が同一の不織布帛を含んでもよく、又は複数の層の少なくとも
１層が異なる不織布帛を含んでもよい。任意の実施形態では、複数個のそれぞれの層が、
本開示による複合不織布帛を含んでもよい。図３は、本開示による複数の層を含む物品２
００の一実施形態を示す。物品２００は、第１の複合不織布帛１５２を含む第１の層１５
０と、第２の複合不織布帛１６２を含む第２の層１６０と、を含み、それぞれの複合不織
布帛は、本開示に従って製造される。第１の層１５０は、例えば、熱接着、接着剤結合、
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縫製、ステープル、ニードルパンチング、カレンダー、又はそれらの組み合わせなど、任
意の好適な手段によって第２の層１６０に結合される。
【００５０】
　任意の実施形態では、物品（例えば、物品２００）の複数の層（例えば、第１の層１５
０及び第２の層１６０）それぞれの複合不織布帛１５２は、複合不織布帛１６２と実質的
に同一であってもよい（例えば、組成的（例えば、化学組成、結合繊維対短繊維の比率）
及び／又は物理的（例えば、厚さ、坪量、面積、平均有効繊維直径、平均繊維長さ））。
任意の実施形態では、物品（例えば、物品２００）の複数の層（例えば、第１の層１５０
及び第２の層１６０）それぞれの複合不織布帛１５２は、複合不織布帛１６２に対して実
質的に異なってもよい（例えば、組成的（例えば、化学組成、結合繊維対短繊維の比率）
及び／又は物理的（例えば、厚さ、坪量、面積、平均有効繊維直径、平均繊維長さ））。
【００５１】
　本開示による物品は、ある坪量を有する。上記の実施形態のいずれかでは、本開示の物
品は、約２０ｇ／ｍ２～約２００ｇ／ｍ２以下の坪量を有し得る。任意の実施形態では、
本開示の物品は、約５０～約１５０ｇ／ｍ２以下の坪量を有し得る。任意の実施形態では
、本開示の物品は、約８００ｇ／ｍ２～約１２０ｇ／ｍ２以下の坪量を有し得る。
【００５２】
　物品が複合不織布帛の複数の層を含む、本開示による物品の任意の実施形態では、複数
の層は、約２０ｇ／ｍ２～約２００ｇ／ｍ２以下の坪量を有し得る。物品が複合不織布帛
の複数の層を含む、本開示による物品の任意の実施形態では、複数の層は、約５０ｇ／ｍ
２～約１５０ｇ／ｍ２以下の坪量を有し得る。物品が複合不織布帛の複数の層を含む、本
開示による物品の任意の実施形態では、複数の層は、約８０ｇ／ｍ２～約１２０ｇ／ｍ２

以下の坪量を有し得る。物品が複合不織布帛の複数の層を含む、本開示による物品の任意
の実施形態では、複数の層は、約１００ｇ／ｍ２の坪量を有し得る。
【００５３】
　任意の実施形態では、本開示による物品は裏材層を含む。図４は、複合不織布帛１５２
及びそこに接着された裏材層１７０を含む物品３００を示す。任意の実施形態では、複合
不織布帛１５２は、例えば、熱接着、接着剤結合、粉状バインダー、ニードルパンチング
、カレンダー、又はそれらの組み合わせなど、当該技術分野において周知の何らかの手段
によって、裏材層１７０に結合され得る。複合不織布帛１５２は、本明細書に開示された
複合不織布帛の任意の実施形態であり得る。
【００５４】
　図５は、裏材層１７０を含む物品４００、及び物品２００（図３）を示す。物品２００
は、複数の層を含み、いずれの層も前述の複合不織布帛を含む。不織布帛物品２００は、
裏材層にコーティングされた接着剤１８０によって裏材層１７０に接着される。好適な接
着剤１８０の例を以下に記載する。
【００５５】
　裏材層１７０は、様々な材料から製造され得る。典型的に、裏材層１７０は比較的薄い
（例えば、厚さ約０．３ｍｍ～約３．０ｍｍ）。任意の実施形態では、裏材層は、そこを
通過する水性液体の流路に実質的に抵抗する材料で製造されてもよい。
【００５６】
　裏材層１７０に好適な裏材としては、例えば、不織布帛繊維ウェブ、織布帛繊維ウェブ
、編地、フィルム、及び他の良く知られた裏材材料が挙げられる。裏材材料は、典型的に
は、半透明又は透明のポリマー弾性フィルムである。裏材は、水蒸気透過性の高いフィル
ム裏材であり得る。米国特許第３，６４５，８３５号は、このようなフィルムを作製する
方法と、それらの浸透性を試験するための方法と、を記載し、その開示はその全体が本明
細書に参照として組み込まれる。
【００５７】
　裏材は、有利には、ヒトの皮膚に等しい、又はそれを超える速度で水蒸気を透過するべ
きである。いくつかの実施形態では、接着剤コーティングされた裏材層は、倒置カップ法
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を使用して、少なくとも３００ｇ／ｍ２／２４ｈｒｓ／３７℃／１００～１０％　ＲＨ（
３Ｐａ／２４ｈｒｓ／３７℃／１００～１０％　ＲＨ）、多くの場合は少なくとも７００
ｇ／ｍ２／２４ｈｒｓ／３７℃／１００～１０％　ＲＨ（７Ｐａ／２４ｈｒｓ／３７℃／
１００～１０％　ＲＨ）、及び最も典型的には少なくとも２０００ｇ／ｍ２／２４ｈｒｓ
／３７℃／１００～１０％　ＲＨ（２０Ｐａ／２４ｈｒｓ／３７℃／１００～１０％　Ｒ
Ｈ）の速度で水蒸気を透過する。
【００５８】
　裏材層１７０は、一般に、解剖学的表面に対して適合可能である。そのため、裏材層１
７０は、解剖学的表面に適用されたとき、その表面が動いたときであってもその表面に適
合する。裏材層１７０はまた、動物の解剖学的関節に対しても適合可能である。関節が屈
曲し、次にその非屈曲位置に戻るとき、裏材層１７０は、伸長して関節の屈曲に適応する
が、関節がその非屈曲状態に戻るとき、関節に適合し続けるように十分に弾力的であるよ
うに作られることができる。
【００５９】
　本発明と共に使用するための裏材層１７０のこの特性の記述は、発行された米国特許第
５，０８８，４８３号、及び同第５，１６０，３１５号に見出すことができ、これらの開
示は、本明細書において参照としてそれらの全体を組み込まれる。特定の好適な裏材材料
は、エラストマーポリウレタン、コポリエステル、又はポリエーテルブロックアミドのフ
ィルムである。これらのフィルムは、裏材に見られる弾力性、高い水蒸気透過性、及び透
明性の望ましい性質を組み合わせる。
【００６０】
　好適な裏材層材料の非限定的な例として、織布帛、編布帛、発泡体（例えば、ＣＯ２で
拡張されたポリスチレン発泡体）層、フィルム（例えば、ポリウレタンフィルム）、紙層
、裏面粘着層、又はそれらの組み合わせが挙げられる。任意の実施形態では、裏材材料は
、裏材層を通る物体の可視化を可能にするのに十分透明であり得る。
【００６１】
　図４に戻り、裏材層１７０は、第１の主表面１７２と、第１の主表面の反対側の第２の
主表面１７４と、を含む。任意の実施形態では、裏材層１７０は、当該技術分野において
周知の様々な結合手段を使用して、複合不織布帛（例えば、複合不織布帛の層１５０）に
結合される。複合不織布帛の第１の層１５０に裏材層１７０を結合するのに好適な手段の
非限定的な例として、熱接着、接着剤結合、粉状バインダー、ニードルパンチング、カレ
ンダー、又はそれらの任意の組み合わせが挙げられる。
【００６２】
　好ましい実施形態では、裏材層１７０は、感圧性接着剤によって複合不織布帛（層１５
０）に結合される。図４に示すとおり、第１の主表面１７２の少なくとも一部は、そこに
配設された（例えば、当該技術分野において周知のコーティング法による）任意の接着層
１８０を有する。接着層１８０は、複合不織布帛１５２を裏材層１７０に結合する働きを
する。
【００６３】
　様々な感圧性接着剤が使用されて、裏材層１７０上に接着層１８０を形成し、裏材層を
接着性にすることができる。感圧性接着剤は、米国特許第ＲＥ　２４，９０６号に記載さ
れているアクリレートコポリマーなどのように、通常、適度に皮膚に対して適合性があり
「低刺激性」であり、この開示はその全体が本明細書において参照として組み込まれる。
とりわけ有用であるのは、９７：３のイソオクチルアクリレート：アクリルアミドコポリ
マーであり、同様に米国特許第４，７３７，４１０号（その開示の全体は本明細書におい
て参照として組み込まれる）に記載された７０：１５：１５のイソオクチルアクリレート
：エチレンオキシドアクリレート：アクリル酸ターポリマーが好適である。更なる有用な
接着剤は、米国特許第３，３８９，８２７号、同第４，１１２，２１３号、同第４，３１
０，５０９号、及び同第４，３２３，５５７号に記載されており、その開示の全体は本明
細書において参照として組み込まれる。米国特許第４，３１０，５０９号、及び同４，３
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２３，５５７号（両方ともその全体が本明細書において参照として組み込まれる）に記載
されるように、接着剤中に薬剤、又は抗菌剤を含めることがまた想到される。
【００６４】
　例示した実施形態では、複合不織布帛は、第１の領域を画定し、裏材層は、第１の領域
よりも大きい第２の領域を画定する。第２の領域は、第２の領域の少なくとも一部（例え
ば、周縁部分）が第１の領域の外側に延出するように形作られ、寸法が決められる。この
ように、周縁部分は、接着層によって表面（例えば、皮膚表面）に接着され、それによっ
て物品は表面（例えば、皮膚表面、図示なし）に固定（例えば、可逆的に固定）され得る
。
【００６５】
　例示的な実施形態
　実施形態Ａは、複合不織布帛であって、
　少なくとも約８０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する脂肪族ポリエーテル
熱可塑性ポリウレタンポリマーを含む、メルトブロー繊維の集合と、
　それに混ざり、絡まる短繊維の集合と、を含む複合不織布帛である。
【００６６】
　実施形態Ｂは、実施形態Ａの複合不織布帛であって、脂肪族ポリエーテル熱可塑性ポリ
ウレタンポリマーが少なくとも約９０％（ｗ／ｗ）のポリアルキレンオキシドを有する、
複合不織布帛である。
【００６７】
　実施形態Ｃは、実施形態Ａ又は実施形態Ｂの複合不織布帛であって、ポリアルキレンオ
キシドがポリ（エチレンオキシド）を含む、複合不織布帛である。
【００６８】
　実施形態Ｄは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、短繊維が、
セルロース繊維、再生セルロース繊維、ポリエステル繊維、ポリペプチド繊維、麻繊維、
亜麻繊維、ナイロン繊維、及びこのような繊維のいずれか２つ以上の混合物から成る群か
ら選択される、複合不織布帛である。
【００６９】
　実施形態Ｅは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、短繊維が短
繊維を含む、複合不織布帛である。
【００７０】
　実施形態Ｆは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、短繊維の平
均長さが約２５ｍｍ～約１００ｍｍ以下である、複合不織布帛である。
【００７１】
　実施形態Ｇは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、メルトブロ
ー繊維対短繊維の重量パーセント比が約６０：４０～約９５：５である、複合不織布帛で
ある。
【００７２】
　実施形態Ｈは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、メルトブロ
ー繊維の平均直径が約２μｍ～約２５μｍである、複合不織布帛である。
【００７３】
　実施形態Ｉは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、ポリアルキ
レンオキシドがポリエチレンオキシド又はポリプロピレンオキシドを含む、複合不織布帛
である。
【００７４】
　実施形態Ｊは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、ポリウレタ
ンポリマーがポリエチレンオキシドのブロックサブユニットを含み、ブロックサブユニッ
トが約６，０００ダルトン～約２０，０００ダルトンの平均式量を有する、複合不織布帛
である。
【００７５】
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　実施形態Ｋは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、本明細書に
定義された不織布帛吸収力試験によると、布帛が、布帛１グラム当たり少なくとも約１８
８０グラムのリンゲル液を吸収する、複合不織布帛である。
【００７６】
　実施形態Ｌは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、本明細書に
定義された不織布帛吸収力試験によると、布帛が、布帛１グラム当たり少なくとも約１９
９０グラムの脱イオン水を吸収する、複合不織布帛である。
【００７７】
　実施形態Ｍは、前出の実施形態のいずれかの１つの複合不織布帛であって、本明細書に
定義された不織布帛吸収力試験によると、布帛が、布帛１グラム当たり少なくとも約１９
２５グラムの通常生理食塩水を吸収する、複合不織布帛である。
【００７８】
　実施形態Ｎは、実施形態Ａ～Ｍのいずれかの１つの複合不織布帛であって、
　乾燥複合不織布帛１グラム当たりに第１の量の脱イオン水が吸収され、乾燥複合不織布
帛１グラム当たりに第２の量のリンゲル液が吸収され、いずれの量も本明細書に定義され
た不織布帛吸収力試験によって決定されており、
　第２の量が第１の量の少なくとも約８０％である、複合不織布帛である。
【００７９】
　実施形態Ｏは、実施形態Ａ～Ｎのいずれかの１つの複合不織布帛であって、第２の量が
第１の量の少なくとも約９０％である、複合不織布帛である。
【００８０】
　実施形態Ｐは、実施形態Ａ～Ｏのいずれか１つの複合不織布帛であって、
　乾燥複合不織布帛１グラム当たりに第１の量の脱イオン水が吸収され、乾燥複合不織布
帛１グラム当たりに第３の量の通常生理食塩水が吸収され、いずれの量も本明細書に定義
された不織布帛吸収力試験によって決定されており、
　第３の量が第１の量の少なくとも約８０％である、複合不織布帛である。
【００８１】
　実施形態Ｑは、実施形態Ｐの複合不織布帛であって、第３の量が第１の量の少なくとも
約９０％である、複合不織布帛である。
【００８２】
　実施形態Ｒは、実施形態Ａ～Ｑのいずれか１つの複合不織布帛を含む物品である。
【００８３】
　実施形態Ｓは、実施形態Ｒの物品であって、物品が複数の層を含み、複数の層の少なく
とも１つが複合不織布帛を含む、物品である。
【００８４】
　実施形態Ｔは、実施形態Ｓの物品であって、複数の層の第１の層が、複数の層の第２の
層に結合される、物品である。
【００８５】
　実施形態Ｕは、実施形態Ｔの物品であって、第１の層が熱接着、接着剤結合、縫製、ス
テープル、ニードルパンチング、カレンダー、又はそれらの組み合わせによって第２の層
に結合される、物品である。
【００８６】
　実施形態Ｖは、実施形態Ｒ～Ｕのいずれか１つの物品であって、物品が約２０ｇ／ｍ２

～約２００ｇ／ｍ２の坪量を有する、物品である。
【００８７】
　実施形態Ｗは、実施形態Ｒ～Ｖのいずれかの１つの物品であって、第１の主表面と、第
１の主表面の反対側の第２の主表面と、を有する裏材層を更に含み、複合不織布帛が第１
の主表面に結合される、物品である。
【００８８】
　実施形態Ｘは、実施形態Ｗの物品であって、裏材層が不織布帛、織布帛、編布帛、発泡



(15) JP 2017-502180 A 2017.1.19

10

20

体層、フィルム、紙層、又はそれらの組み合わせを含む、物品である。
【００８９】
　実施形態Ｙは、実施形態Ｗ又は実施形態Ｘの物品であって、裏材層が熱接着、接着剤結
合、粉状バインダー、ニードルパンチング、カレンダー、又はそれらの組み合わせを使用
して複合不織布帛に結合される、物品である。
【００９０】
　実施形態Ｚは、実施形態Ｗ～Ｙのいずれか１つの物品であって、複合不織布帛が第１の
領域を画定し、裏材層が第２の領域を画定し、第２の領域の少なくとも一部が第１の領域
の外側に延出するように、第２の領域が形作られ、寸法が決定される、物品である。
【００９１】
　実施形態ＡＡは、実施形態Ｚの物品であって、部分の第１の主表面が、そこにコーティ
ングされた接着層を含む、物品である。
【００９２】
　実施形態ＢＢは、前出の請求項のいずれか一項の物品であって、短繊維の集合の少なく
とも一部がメルトブロー繊維に熱接着される、物品である。
【００９３】
　本発明の目的及び利点は、以下の実施例によって更に例示されるが、これらの実施例に
おいて列挙された特定の材料及びその量は、他の諸条件及び詳細と同様に、本発明を不当
に制限するように解釈すべきではない。
【実施例】
【００９４】
　材料
　実施例に使用される材料を表１に示す。
【００９５】
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【表１】

【００９６】
　試験法
　試験溶液
　リンゲル液を、２０００ｇの蒸留水中に１６．５８ｇのＮａＣｌ及び０．７２ｇのＣａ
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Ｃｌ２を混合することによって調製した。
【００９７】
　水溶液吸収試験
　試験対象の不織布帛の乾燥試料（５．１ｃｍ×５．１ｃｍ）をカットし、重み付けして
、ペトリ皿に定置した。不織布帛試料を覆うように、試験溶液（４０ｇ）をペトリ皿に追
加した。不織布帛試料に、３７℃の試験溶液を３０分間受動的に吸収させた。次いで、試
験溶液をペトリ皿からデカントした。次いで、不織布帛試料をペトリ皿から指で取り出し
、角を持ちながら、吸収性組織で水の最後の滴を取り除いた。次いで、液体飽和布帛を再
び重み付けし、吸収率（（吸収された試験溶液のグラム／乾燥不織布帛のグラム）×１０
０）を記録した。８個の複製不織布帛試料それぞれの質量の平均及び標準偏差を記録した
。
【００９８】
　短繊維ウェブの産生
　任意のカードマシンを使用して、９５重量％のＴＥＮＣＥＬ繊維及び５％の易溶融繊維
から成るウェブを据えた。次いで、ウェブを熱的にポイント接着して、一体性をもたらし
た。
【００９９】
　比較実施例１
　図１に示す機器と、米国特許第４，１１８，５３１号に記載されている方法を本質的に
使用して、ＰＵから不織布帛を作製した。ＰＵポリマーを、温度２００℃、及びダイ幅１
インチ当たり１時間に１．０パウンド（１ミリメートル当たり１時間に０．２ニュートン
）の速さで溶融吹き込みした。２デニールのＨｕｖｉｓ易溶融繊維の５重量％を含むＴＥ
ＮＣＥＬレーヨン繊維の供給量を調節して、表２に示す試料を準備した。短繊維は、平均
繊維長さ約３８ｍｍ及び平均繊維直径約１２．６μｍを有する、ＴＥＮＣＥＬレーヨン繊
維で構成された。
【０１００】
　（実施例１～５）
　比較実施例１に記載された機器及び条件を使用して、不織布帛を作製した。ポリウレタ
ンポリマー及び短繊維の入力流量を調節して、表２に示すウェブ組成物及び坪量を産した
。
【０１０１】
【表２】

【０１０２】
　比較実施例１及び実施例１～５の不織布帛による水性液体の吸収。
　比較実施例１及び実施例１～５の不織布帛を５．１ｃｍ×５．１ｃｍ片にカットし、そ
れらの片に対して前述の水溶液吸収試験を行った。各布帛について、蒸留水及びリンゲル
液を吸収する能力を試験した。結果を表３に示す。
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【表３】

【０１０４】
　データは、乾燥ウェブ１グラム当たり、不織布帛が吸収した蒸留水の量と比べて同じく
らいの生理食塩水の少なくとも約９５％を、全ての不織布帛が吸収したことを示す。加え
て、データは、乾燥ウェブ１グラム当たり、不織布帛が吸収した蒸留水の量と比べて同じ
くらいの生理食塩水の少なくとも約９０％を全ての不織布帛が吸収したことを示す。
【０１０５】
　本明細書に引用する全ての特許、特許出願、及び公開公報、並びに電子的に入手可能な
資料の開示内容の全体を、参照により援用する。本出願の開示内容と本明細書に援用され
るいずれかの文書の開示内容との間に何らかの矛盾が存在する場合には、本出願の開示内
容が優先するものとする。上記の詳細な説明及び実施例は、あくまで理解を助けるために
示したものに過ぎない。したがってこれらによって不要な限定をするものと理解されるべ
きではない。本発明は、図示及び説明された厳密な詳細に限定されるものではなく、当業
者には明らかな変形例は特許請求の範囲によって定義された本発明に含まれるものとする
。
【０１０６】
　全ての見出しは読者の便宜のためのものであって、特に断らない限り、見出しの後に続
く文面の意味を限定するために使用されるものではない。
【０１０７】
　本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく様々な改変を行うことが可能である。これ
ら及び他の実施形態は以下の特許請求の範囲内である。
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【図３】

【図４】

【図５】



(20) JP 2017-502180 A 2017.1.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(21) JP 2017-502180 A 2017.1.19

10

20

30

40



(22) JP 2017-502180 A 2017.1.19

10

20

30

40



(23) JP 2017-502180 A 2017.1.19

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100146466
            弁理士　高橋　正俊
(74)代理人  100186370
            弁理士　小久保　菜里
(72)発明者  ケアリー　エー．キプケ
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ジョン　ジェイ．ロジャーズ
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ダニエル　ジェイ．ジリグ
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ランディー　エル．クリスティアンセン
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ダニエル　イー．ジョンソン
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
Ｆターム(参考) 4L047 AA08  AA12  AA21  AA23  AA25  AB04  AB07  AB08  CA04  CA05 
　　　　 　　        CA06  CA07  CA19  CB07  CC03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

